
（別紙） 

静岡共同利用機器センター ゲノム機能解析部利用に伴う経費負担 
 
 静岡共同利用機器センター ゲノム機能解析部利用要項第８に定める経費負担は、次のとおりとする。 
 
１ 機器類利用料 
  一利用期間に利用者一人あたり次の利用料金を負担する。 
  なお、申請した機器類を利用した場合に利用料金を負担するものとする。 
 

番号 機器名 利用料金 請求単位 

１ HPLC（日立） 50 円 1 時間 

２ 超遠心機 100 円 1 時間 

３ 高速冷却遠心機 200 円 1 時間 

４ イメージングシステム iBright 500 円 1 時間 

５ ケミルミネッセンス画像解析装置 200 円 1 時間 

６ 蛍光イメージアナライザー 400 円 1 時間 

７ 発光測定プレートリーダー 200 円 1 時間 

８ 蛍光顕微鏡（正立・実体） 50 円 1 時間 

９ パーティクルガン 400 円 1 ショット 

10 エレクトロポレーション 200 円 1 回 

11 CO2 インキュベーター 200 円 1 日 

12 共焦点走査型レーザー顕微鏡（Carl Zeiss） 100 円 1 時間 

13 TOF-MS 
通常測定：1,000 円 

MS イメージング：2,000 円 
1 時間 

14 次世代シーケンサー 0 円 半期 

15 次世代シーケンサー解析サーバー（注 1） 5,000 円 半期 

16 配列解析ソフトウェア Geneious 3,000 円 半期 

17 蛍光画像解析システム 500 円 1 時間 

18 蛍光マイクロプレートリーダー 300 円 1 時間 

19 DNA マイクロアレイ 500 円 1 時間 

20 バイオアナライザ 500 円 1 時間 

21 植物インキュベーター（注 2） 0 円 半期 

22 リアルタイム PCR（LightCycler 480） 200 円 1 時間 

23 フローサイトメーター 600 円 1 時間 

24 超低温フリーザー 4,000 円 半期 

25 基盤設備（注 3） 1,000 円 半期 

 
注１：次世代シーケンサー解析サーバーは、ユーザーアカウントあたりの利用料金です。 
注２：別途電気代を負担していただきます。 
注３：基盤設備には、サーマルサイクラー、純水・超純水製造装置、製氷機、ゲル撮影装置、遠心濃縮器、小

型冷却遠心機などが含まれます。その他、機器類利用料リストに掲載されていない設備の利用を希望
される際はお問い合わせください。 

 
 
２ 実験台利用料 
  一利用期間に実験台一台あたり 10,000 円（半期）を負担する。 
   実験台のサイズ 

（１） 実験台：W1,200 ㎜×D600㎜ 
（２）  棚 ：W1,200 ㎜×D150㎜×H950 ㎜ 

 

 

３ 特殊実験室及び共通スペース利用料 

静岡共同利用機器センター ゲノム機能解析部の特殊実験室及び共通スペースを利用する場合、次の利

用料金を負担する。 

（１） 実験室利用料 300 円/ｍ2/月（水光熱費を含まない料金） 
（２） 利用した面積、期間に応じて利用料を負担する。 
（３） 電気・水道料金及びフィルター等の消耗品代金を負担する。 
（４） その他 実験室等の設備を破損した場合には、その修理費を負担する。 



 

実験室名 
面積 

（ｍ2） 
利用料 

（円/月） 
申請書 備考 

低温室（遺伝子実験棟 2 階） 14 4,200 様式 2  

植物栽培室（遺伝子実験棟 4 階） 23 6,900 様式 2  

隔離温室（前室含む）（遺伝子実験棟屋上） 20 6,000 様式 2  

資料室（遺伝子実験棟 3 階） 22 8,800 様式 3 
水光熱費含む 

（400 円/ｍ２/月） 

栽培・培養室 I（理学部 C 棟 117 室） 
栽培・培養室 II（理学部 C 棟 119 室） 

－ － 様式 4 利用料は別に定める 

 
 
４ 実験室等利用料 
  セミナーや実習等の短期的な利用のために静岡共同利用機器センター ゲノム機能解析部の実験室等を

使用する場合、次の利用料金を負担する。 
（１） 実験室利用料 ５円/ｍ2/時間（照明にかかる電気料含む） 
（２） 空調費 実験室に応じて負担する。 
（３） 電気料 使用機器に応じて負担する。 
（４） その他 実験室等の設備を破損した場合には、その修理費を負担する。 
 

実験室名 
面積 

（ｍ2） 
実験室利用料 
(円/時間) 

空調費 
(円/時間) 

合計 
(円/時間) 

セミナー室 62 310 100 410 

P1 実験実習室 85 425 125 550 

 
 
５ その他 

（１） 機器類の利用を希望する場合、利用責任者は「静岡共同利用機器センター ゲノム機能解析部利
用登録申請書」（様式１）に必要事項を記入し、提出すること。その後、予約システム上で利用
機器にチェックを入れて申請すること。 

（２） 利用責任者は、機器類利用料以外に、機器の利用に伴う消耗品費を負担するものとする。 
（３） 利用者の不注意による機器損傷の修理費は、利用責任者の実費負担とする。 
（４） 各経費の負担は、４月から９月まで、１０月から１月まで及び２月から３月までの期間毎に集

計し、利用責任者へ通知の上、徴収手続きを行う。 
（５） 各期間において異なる経費区分から支払いをする場合には、半期単位の金額を月単位とし、１

円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。 
 
 
この経費負担は、令和 8 年 4 月 1 日から適用する。 


